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１．GI登録産品の紹介「第144号　淡路島３年とらふぐ」
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　「淡路島３年とらふぐ」は、淡路島の福良湾で養殖される３年ものの大きな
「とらふぐ」で、日本一速いといわれる鳴門海峡の潮流の影響で運動量が増え、
身が引き締まっているため歯ごたえが良く、濃厚な味が料理人などから高く
評価されています。
　生産業者が「とらふぐ」の健康を維持するため、毎日きめこまやかな体調
管理を行っており、その品質の高さから高値での取引が行われ、冬の淡路島を
代表するブランドとなっています。
　出荷シーズン（10～３月）は、淡路島内の多くのホテルや飲食店で提供され
ており、「淡路島３年とらふぐ」目当ての観光客で賑わっています。食べてみ
たい方、今ならまだ間に合いますよ！

第144号：淡路島３年とらふぐ：農林水産省（maff.go.jp）
　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/0144/index.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．【参加申込締切：2/26】
　　公開シンポジウム：地域とのつながるGI ―観光を例にして―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　2024年３月４日（月）に、日本地理的表示協議会（JGIC）は、GI制度の更な
る活用や展開、認知向上に向けて、GIの可能性、新たな価値、多様なGI産品の
個性を活かせるビジネスモデルを探るため、今回はツーリズムとの連携を軸に
「公開シンポジウム：地域とのつながるGI―観光を例にして―」を開催いたし
ます。 シンポジウム後には、GI登録生産者団体による、GI産品の紹介や試食等
もできる交流会を行います。

　本シンポジウム・交流会は、GI登録された登録生産者団体をはじめ、どなた
でもご参加可能です。下記、「参加申込」より、お申し込みください。
　皆様のご参加をお待ちしております。

日時：2024年3月4日（月）【公開シンポジウム】13:45～15:15　
　　　　　　　　　　　　【交流会】15:30～16:30

会場：第一ホテル東京　4階　プリマヴェーラ
　　（住所：東京都港区新橋1-2-6）



　　　会場およびオンラインのハイブリッド形式
　　　※オンライン視聴用のURL等は、後日ご案内いたします。

シンポジウムの内容：
「地域とつながるGI ―観光を例にして―」
　13:45～15:15　プレゼンテーション・パネルディスカッション
【登壇者】
　●東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授　香坂　玲氏
　●一般社団法人DMOやつしろ 次長（八代生姜他）　中村　和博氏
　●巨摩地域まちづくり協議会 事務局長（あけぼの大豆）　河合　章雄氏
　●株式会社JTB ロイヤルロード事業部 マーケティング戦略部 
　　仕入開発担当部長　角田　純子氏

　15:30～16:30　交流会(GI産品の試食等も予定)

参集範囲：どなたでも参加可能です。
　GI登録生産者団体、日本地理的表示協議会正会員・協力会員、食品関連事業
　者、流通事業者、観光関連事業者、メディア関係者、地方農政局等、都道府
　県の関連部署のほか、地理的表示保護制度への申請をご検討中の事業者など
　ご関心のある皆さま

参加申込：
　https://www.jgic.jp/event/2024/240304symposium.html

参加方法：
・来場参加(シンポジウム＋交流会)　
・来場参加(シンポジウムのみ)　
・オンライン参加(シンポジウムのみ)

申込締切：2024年2月26日（月）12時まで　

お問い合わせ先：
（主催）日本地理的表示協議会（一般社団法人食品需給研究センター）　
TEL　03-5567-1991、FAX　03-5567-1960、
E-mail　jgic-info*jgic.jp（*を@マークに置き換えてください）
担当：深澤、志賀、江端

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
３．「海外で食品のブランド価値を守るために知っておきたい最新の知財対策」
　　　　　　　　　　　　　　セミナーのご案内
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　日本の農林水産物・食品は、海外で高く評価されている一方、海外で模倣品
（偽物）の発生が多く見られます。偽物をそのまま放置すると、商品の名を
偽った品質の低い粗悪品が出回ったり、関係のない第三者が商品の名前やブラ
ンドについて海外で商標を登録したり、海外に輸出すること自体難しくなる事
態も起こる可能性がございます。
　本セミナーでは、IP FORWARD法律特許事務所　日本国弁護士・弁理士の鷹野様
より、海外で日本の農林水産物・食品のブランド価値を守っていくために何を
すべきか、主な輸出先である中国や東南アジアでの実例をもとに、ブランドを
守る知的財産の種類と取得方法や、偽物（模倣品）を見つけた場合の対処法を、
分かりやすく解説していただきます。
　なお、農林水産省では、来月４月より、弁護士等の専門家による海外での偽
物対策に関する個別相談事業を実施する予定でおりますので、ご関心の有る方
につきましては、ご活用いただければと存じます。

申込フォーム
https://events.teams.microsoft.com/event/b8530ed1-32bf-4c56-91d4-e41d0f5077fd@64
b0f6ff-bfcb-4a0f-9858-f867b7d8accb



【セミナー概要（予定）】
１　日時：2024年３月11日（月）14時00分～15時15分（日本時間）
２　会場：オンライン開催（Teamsライブ配信）
　　※視聴URLはセミナー前日までに登録時メールアドレス宛にお送りします。
３　講演者：鷹野 亨 様（IP FORWARD法律特許事務所 日本国弁護士・弁理士）
４　セミナー内容：
　(１)近年の模倣品のトレンド、模倣品によるビジネスリスク
　(２)中国、東南アジアにおける模倣対策の基本的な対策方法（商標登録、
　　　冒認商標対策、模倣品調査方法、権利行使、ECサイトでの対策方法等）
　(３)実例紹介
　(４)農林水産物・食品の海外における模倣品対策相談事業のご案内
　(５)質疑応答

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

（編集後記）GI産品との向き合い方
　今回紹介された「淡路島３年とらふぐ」の紹介から改めて感じさせられたのが、
GI産品も生き物を相手にしているということです。
　特定の環境下で養殖が行われているとはいえ、生き物であるだけに日々状況
の変化もあり、きめこまやかな管理をされていることが地域の風景と共に想像
されます。
　以前食品加工品メーカーにおいて開発に携わっていた時も、高度な分析によ
る検査と共に、官能検査など人の五感も働かせた詳細な管理を行っていたこと
が思い出され、加工度の違いがあるとはいえ、管理のきめこまやかさに通じる
ものがあるように思えます。それは、生産行程程管理業務規程を見ても、
それぞれの産品での品質の高さが保たれる理由が見て取られ、食品加工メーカー
からもGI産品に注目が集まり、様々なコラボレーションがされていることに
納得ができます。
　GI産品に携わる方々の努力が、新たな産品の広がりにつながっているので、
更に皆さんに知ってもらう機会が生まれるような仕組みづくりに取り組みたい
と思います。（N）

※編集後記は地理的表示（GI）担当職員の個人的な雑感を述べたものであり、
農林水産省の見解を示すものではありません。
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[地理的表示メールマガジン]
　発行：農林水産省輸出・国際局知的財産課
　住所：〒１００－８９５０　東京都千代田区霞が関１－２－１
　電話番号：０３－３５０２－８１１１（内線４２８４）
　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/mailmag/index.html

　メールアドレスの変更、メールマガジンの配信登録、配信停止はこちら
　https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/chg.html
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